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黒
川
教
授
の
還
暦
に
際
し
て

こ
の
た
び
黒
川
教
授
が
還
暦
を
迎
え
ら
れ
た
。

ス
テ
ソ
プ
さ
れ
た
わ
け
で、

そ
れ
は
や
が
て
見
事
な
ジ
ャ
ン
プ
ヘ
と
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
今、

私
た
ち
は
大
き
い
期
待
を
も
っ
て
見
ま
も
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

教
授
に
は
健
康
に
も
御
留
意
い
た
だ
き、

エ

ネ
ル

ギ
ー

を
蓄
え、

次
の
見
事
で
大
き
い
ジ
ャ
ン
プ
ヘ
と
是
非
た
く
み
に
つ
な
い
で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

多
年、

私
た
ち
法
学
部
の
発
展
に
力
を
注
い
で
こ
ら
れ
た
教
授
に
こ
こ
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に、

今
後
と
も
良
き
先
輩
・

同
僚
と
し
て
私
た
ち
に
御
教
示
下
さ
る
よ
う
お
願
い

申
し
あ
げ、

簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が、

お
祝
い
の
言
葉
と
し
ま
す
。

昭
和
五
十
二
年
十
月

法
学
部
長

牛

尾

茂

夫



黒
川
教
授
の
還
暦
に
際
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

牛

論

説

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
バ
ス
ク
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

伊

戦
争
権
限
法
の
成
立
と
そ
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

奥

公
職
選
挙
法
等
改
正
要
望
事
項
（
昭
和
五
十
年
度）

に
対
す
る
意
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

和

有
限
会
社
社
員
の
設
立
段
階
に
お
け
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…

増

I
N
C
O
M
E
 

SI
X
T
H
 
E
DI
TI
O
N'
C
O
P
Y
 RI
G
 H
J
 

T
A
X
 

B
Y
 
WI
L
LI
A
M
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ＋
↑
 

A .
 
R
UJ
T
E
R .
 

尾

茂

夫

藤
．
勝

原

唯

田

鶴

田

政

美
…
…

(

-

）
 

弘
…
…

（

二
五

蔵
…
…

（

七
一

章
…
…

(
―

二
七）

西

正

安
…·

五
（
二
八
四）



資

料

動
産
物
品
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
の

時
期
に
関
す
る
萬
国
標
準
判
例
十
題
…
…
…
…
村

井

藤
十
郎・
：・・・
(
-

六
ヒ

ジ
ェ
ム
ズ
「
民
事
訴
訟
手
続
」

（
要
訳）

曰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
若

林

安

雄
…
…
（
ニ
―

七）

黒
川
修
三
教
授
の
経
歴
と
著
作
目
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
二
八
五
）



INCOME TAX SIXTH EDITION-COPYRIGHT 

BY WILLIAM A. RUTTER. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・·Masayasu Nakanishi ( 5 ) (284) 

Materials 

Ten standard cases on theTime of Transfer of 

pnoperty in Dale Contract in the Law of England. 
······························ Tojyuro Murai (167) 

Fleming James, Jr. "Civil Procedure" 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・·Yasuo Wakabayashi (217) 



KINDAI HOGAKU 
THE LAW REVIEW 

OF 

KINKI UNIVERSITY 

Vol . XXV 

October 1977 

Contents 

Articles 

No. 1 

The Basque Problem in Spain ...... .............. Katsumi Ito (1) 

The Enactment of the War Powers Resolution 

and Its Significance. ........ .. .... Tadahiro Okuhara (25) 

An Opinion to a Demand for Amendment of the 

Public Office Electonal Law and Others (S. 50) 
..... ..... .... ... .. .... .. . .  T suruzo Wada (71) 

Die Pflichten der Gesellschaftern fur die Grundungs 

Vorgange bei der GmbH. · …·· Masaaki Masuda (127) 

THE LAW SOCIETY 

OF 

KINKI UNIVERSITY 

OSAKA JAPAN 



黒
川
修
三
教
授
の
経
歴



執

筆

者

紹

介

（
執

筆

順）

勝

美

，
 

伊

藤

（
法

学

部

助
教
授）

奥

原

唯

弘

（
法

学

部

教

授

鶴

蔵

（
法

学

部

教

授）

編

集

委

員

委
員
長

中

西

正

安

委

員

播

磨

良

承

委

員

井

上

靖

雄

昭
和
五
二

年

十

月
二

0
日

印
刷

昭
和
五
二

年

十

月
二
五
日

発
行

編
集
人

近

畿

大

学

法

学

会

印
刷
人

溝

田

印
刷
所

近

畿

大

学、
出

版

印

刷

局

近

畿

大

学

法

学

部

内

発
行
所

近

畿

大

学

法

学

会

東
大
阪
市
小
若
江
三
丁
目
四
ー
一

電

話

大

阪

721

二

三

三

二

番

振
替
口
座

大
阪

二

五
―

―

五

郵

便

番

号

五

七

七 保



第
二

十
四
巻
第
二
号

目

次

論

説

公
戦
返
学
法
等
改
正
要
望
事
項
（
叫
和
四
九
年
度）

に
対
す
る
意
見

特
許
協
力
条
約
と。ハ
リ
条
約
の
関
係

ー
と
く
に
優
先
日
を
め
ぐ
る
誨
点
ー

英
法
に
お
け
る
経
済
上
の
不
法
行
為

の
研
究
序
論
日

有
限
会
社
に
よ
る
自
己
持
分
の
取
得

ー
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
に
お
け
る
ー

和

山

鶴

賊

船

磨

良

承

末

包、

留
三
良

培

田

政

第
二

十
四
巻
第
三
•

四
号

和
田
教
授
の
古
稀
に
際
し
て

論

説

目

次

牛

尾

茂

夫

選
挙
運
動
費
の
支
出
制
限
を
迩
憲
と
し
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の

判
例
と
選
挙
資
企
問
涯
の
再
考
日

石

田

実
施
契
約
と
税
法
会
計

カ
ナ
ダ
外
交
の
現
況

ー
多
角
化
政
策
に
関
す
る
若
干
の
ノ
ー
ト
ー

似
装
離
婚
に
つ
い
て
1

米
国
製
造
品
貸
任
法
に
お
け
る
今
日
的
課
題

ス
イ
ス
有
限
会
社
に
お
け
る

社
員
の
責
任
に
つ
い
て
の
基
礎

意
匠
の
新
規
性
・
創
作
性
に
関
す
る
研
究

若
干
の
比
較
法
的
検
討

平
等
権
と
租
税

資

料

章

イ
ギ
リ
ス
「
動
産
売
買
法」

第一
四
条

第
一
項
の
判
例
八
題

和
田
鶴
蔵
教
授
の
経
歴
と
著
作

栄

郎

中

西

正

安

伊

藤

勝

美

前

田

正

昭

有

田

凶
十
郎

増

田

政

播

磨

良

承

上

野

林

平

村

井

藤
十
郎



大
正
五
年
七
月
二
二
日

大
正
十
二
年
四
月
一

H

昭
和
四
年
三
月
三
一

Fl

昭
和
四
年
四
月
一

El

昭
和
九
年
三
月
三
一

日

昭
和
九
年
四
月
一

日

昭
和
十
一

年
四
月
一

日

昭
和
十
四
年
三
月
三
一

日

昭
和
十
四
年
六
月

昭
和
十
六
年

昭
和
十
七
年
四
月
一

日

昭
和
十
八
年

昭
和
十
九
年

昭
和
十
九
年

昭
和
二
十
年

経

歴

滋
賀
県
愛
知
郡
西
押
立
村
字
横
溝
一

三

七
四
番
地
に
お
い
て
父
定
吉
母
さ
ゑ
の

次
男
と
し
て
出
生。

滋
賀
県
愛
知
郡
西
押
立
尋
常
高
等
小
学

校
に
入
学。

右
同
校
尋
常
科
卒
業

滋
賀
県
立
八
日
市
中
学
校
に
入
学

右
同
校
卒
業

立
命
館
大
学
予
科
入
学

立
命
館
大
学
法
経
学
部
政
治
学
科
入
学

右
同
大
学
卒
業

立
命
館
大
学
研
究
生

立
命
館
国
防
学
研
究
所
助
手

立
命
館
大
学
講
師

立
命
館
大
学
教
学
部
学
徒
動
員
課
兼
務

立
命
館
大
学
助
教
授

立
命
館
専
門
学
校
教
授

立
命
館
大
学
教
学
部
教
学
課
長

昭
和
二
十
一

年
三
月

右
立
命
館
大
学
退
職

昭
和
二
十
一

年

填
日
本
社
勤
務

昭
和
二
十
三
年

四
明
書
房
主
宰

昭
和
二
十
七
年
六
月

近
畿
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

昭
和
二
十
八
年
四
月
一

日

近
畿
大
学
助
教
授
・

法
学
部
勤
務

昭
和
二
十
八
年

南
山
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

昭
和
三
十
一

年
四
月
一

日

近
畿
大
学
教
授

昭
和
三
十
八
年
四
月
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長

昭
和
三
十
九
年
四
月
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長

昭
和
三
十
九
年
八
月
二
十
日

滋
賀
県
国
道
八
号
線
に
て
タ
ク
シ
ー
衝

突
事
故
で
被
災
重
傷

（
小
野
村
教
授
法
学
部
長
代
理）

昭
和
四
十
年
三
月
三
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長
辞
任

昭
和
四
十
三
年
六
月

近
畿
大
学
法
学
部
長
に
再
選

昭
和
四
十
五
年
十
月
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長

昭
和
四
十
七
年
十
月
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長

昭
和
四
十
九
年
十
月
一

日

近
畿
大
学
法
学
部
長

昭
和
五
十
一

年
九
月
三
十
日

近
畿
大
学
法
学
部
長
辞
任
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昭
和
五
十
一

年
十
二
月
二
十
日

昭
和
五
十
二
年
二
月
十
五
日

昭
和
五
十
二
年
六
月

近
畿
大
学
留
学
生
別
科
長

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
宇
治
バ

イ
パ
ス
附
近
で
再
び
タ
ク
シ
ー
事

故
で
被
災
重
傷

近
畿
大
学
留
学
生
部
長

近
畿
大
学
評
議
員

日
本
国
際
政
治
学
会
々
員
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